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2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの改定素案策定

上記以外のデータ項目について、医療機関等で確認できる仕組みを推進するため
の検討を進め、その実現のための工程表を策定（2020年夏まで）
※実証結果等を踏まえて課題を整理し、情報連携の必要性や技術動向、費用対効果等を検証しつ
つ、運営主体や費用負担の在り方等を検討

工程表にのっとって具体化

医療機関等でレセプトに基づく薬剤情報や特定健診等情報を確認できる仕組みの構築等
薬剤情報や特定健診等情報を確認できる仕組みの稼働
（特定健診等情報：2021年3月、薬剤情報：2021年10月）

医療情報化支援基金の活用等により技術動向を踏まえた電子カルテの標準化を推進

＜保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組み＞

＜医療情報システムの安全管理ガイドライン＞

今後のスケジュールについて

＜電子カルテの標準化＞

※医療等分野ネットワーク安全管理ワーキンググループ

これらの課題について、医療等分野情報連携基盤検討会等を随時開催

ガイドライン改定

マイナポータルでの提供開始
（ 20年６月頃（想定）：乳幼児健
診等、21年3月：特定健診等、21年
10月：薬剤）

特定健診、薬剤、乳幼児健診等の健康情報のマイナポータルでの提供に
向けて検討

工程表に沿った対応（システム改修等必要な対応を順次推進）

生涯にわたる健診・検診情報を標準化された形で
デジタル化・蓄積PHRの在り方に関する基本的な方向性・課題の整理と工程表の策定（2020年夏

まで）

PHR制度や保健医療分野の個人情報保護法制に関する海外調査

＜PHRの推進のための包括的な検討＞

※国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会

※は関連する会議


